


  全国占有率

① 東京書籍 52.8％
② 教育出版 14.6％
③ 帝国書院 14.1％
④ 日本文教出版 12.6％
⑤ 育鵬社 13.7％
⑥ 清水書院 12.1％
⑦ 自由社 10.1％
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１
．
古
代
の
世
界
四
大
文
明
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍 

Ｐ
22

ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
、
中
国
文
明

が
発
展
し
ま
し
た
。

　

育
鵬
社 

Ｐ
22
の
図

エ
ジ
プ
ト
文
明
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
、
イ
ン
ダ

ス
文
明
、
中
国
文
明
（
黄
河
文
明
な
ど
）
・
・
・

　

自
由
社 

Ｐ
32
の
図

エ
ジ
プ
ト
文
明
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
、
イ
ン
ダ

ス
文
明
、
黄
河
文
明
・
・
・

　

所
感

「
エ
ジ
プ
ト
文
明
」
が
発
展
し
て
い
た
時
代
に
、

そ
の
地
域
に
は
エ
ジ
プ
ト
と
い
う
国
が
あ
っ
た
。

「
黄
河
文
明
」
が
発
展
し
て
い
た
時
代
に
、
黄
河

流
域
に
あ
っ
た
国
は
「
殷
」
で
あ
り
、
当
然
な
が

ら
中
国
と
い
う
国
は
な
か
っ
た
。
中
国
と
は
、

１
９
１
２
年
に
孫
文
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
「
中

華
民
国
」
と
１
９
４
９
年
に
中
国
共
産
党
に
よ
っ

て
建
国
さ
れ
た
「
中
華
人
民
共
和
国
」
の
略
称
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
若
し
「
黄
河
文
明
」
以
外
の
呼

称
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
「
殷
文
明
」
が
妥
当
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
「
中
国
文
明
」
を
用
い
て
い

る
、
東
京
書
籍
と
育
鵬
社
の
記
載
内
容
に
は
疑
問

を
も
つ
。

２
．
稲
作
の
始
ま
り
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
30

紀
元
前
４
世
紀
ご
ろ
、
大
陸
（
お
も
に
朝
鮮
半
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島
）
か
ら
移
り
住
ん
だ
人
々
に
よ
っ
て
、
稲
作
が

九
州
北
部
に
伝
え
ら
れ
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
24

紀
元
前
４
世
紀
ご
ろ
ま
で
に
、
灌
漑
用
の
水
路
を

と
も
な
う
水
田
で
の
稲
作
が
、
大
陸
や
朝
鮮
半
島

か
ら
九
州
北
部
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
・
・
・

　

自
由
社
Ｐ
36

日
本
列
島
に
は
、
す
で
に
縄
文
時
代
に
大
陸
か
ら

イ
ネ
が
も
た
ら
さ
れ
、
九
州
の
菜
畑
遺
跡
で
は
約

２
５
０
０
年
前
に
、
灌
漑
用
の
水
路
を
と
も
な
う

水
田
稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
あ
と
が
見
つ
か
っ
て

い
る
。
・
・
・

　

所
感

日
本
よ
り
気
候
が
厳
し
い
朝
鮮
半
島
で
は
、
日
本

よ
り
古
い
お
米(

陸
稲
と
水
稲
共
に)

は
発
見
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
当
然
の
事
だ
が
水
田
も
日

本
の
方
が
古
い
。
よ
っ
て
東
京
書
籍
と
育
鵬
社
の

記
載
内
容
は
間
違
い
で
あ
る
。

３
．
邪
馬
台
国
の
呼
称
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
31

日
本
列
島
に
は
邪
馬
台
国
（
や
ま
た
い
こ
く
・
や

ま
と
こ
く
）
と
い
う
国
が
あ
り
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
26

そ
の
中
の
一
つ
が
女
王
卑
弥
呼
が
治
め
る
邪
馬
台

国
（
や
ま
た
い
こ
く
）
で
し
た
。

　

自
由
社
Ｐ
38

そ
こ
に
は
、
「
倭
の
国
に
は
邪
馬
台
国
（
や
ま
た
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い
こ
く
）
と
い
う
強
国
が
あ
り
、
30
ほ
ど
の
小
国

を
従
え
、
女
王
の
卑
弥
呼
が
こ
れ
を
お
さ
め
て
い

た
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

所
感

当
時
の
日
本
に
お
い
て
、
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
は
、

一
地
方
豪
族
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
の
邪
馬
台
国
を

『
や
ま
と
こ
く
』
と
記
述
し
、
い
か
に
も
大
和
朝
廷

と
邪
馬
台
国
が
同
一
か
と
連
想
を
さ
せ
る
よ
う
に
す

る
、
東
京
書
籍
の
記
載
内
容
に
は
疑
問
を
も
つ
。

４
．
大
和
朝
廷
の
呼
称
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
32

３
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
奈
良
盆
地
を
中
心
と
す

る
地
域
に
、
王
を
中
心
と
し
て
、
近
畿
地
方
の
有

力
な
豪
族
が
支
え
る
強
力
な
勢
力
（
大
和
政
権
）

が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

育
鵬
社
Ｐ
29

こ
の
こ
ろ
、
大
和
地
方
を
基
盤
と
し
て
つ
く
ら
れ

た
、
大
王
を
中
心
と
す
る
政
権
を
大
和
朝
廷
（
大

和
政
権
）
と
よ
び
ま
す
。

　

自
由
社
Ｐ
40

そ
の
動
き
の
中
心
は
、
大
和
（
奈
良
県
）
を
勢
力
の

基
盤
に
し
た
大
和
朝
廷
と
よ
ば
れ
る
政
権
だ
っ
た
。

　

所
感

古
代
日
本
を
統
一
し
た
政
権
は
大
和
朝
廷
し
か
な

か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
他
に
も
現
在
の
よ
う
に

自
民
党
政
権
や
民
主
党
政
権
が
あ
る
か
の
よ
う
な

連
想
を
さ
せ
る
「
大
和
政
権
」
を
用
い
て
い
る
東

京
書
籍
と
育
鵬
社
に
は
疑
問
を
も
つ
。
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５
．
天
皇
家
の
系
図
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
36

下
記
の
系
図

　

育
鵬
社
Ｐ
37

系
図
に
は
第
何
代
の
天
皇
で
あ
る
か
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

自
由
社
Ｐ
50

系
図
に
は
第
何
代
の
天
皇
で
あ
る
か
記

載
さ
れ
て
い
る
。

　

所
感

天
皇
は
、
神
武
天
皇
以
来
万
世
一
系(

男

系)

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
天
皇
家
の
家

系
図
を
記
載
す
る
場
合
は
、
育
鵬
社
と

自
由
社
の
よ
う
に
神
武
天
皇
か
ら
数
え
て
第
何
代

の
天
皇
か
と
い
う
事
を
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
東
京
書
籍
は
そ
の
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て

い
る
天
皇
の
即
位
順
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

更
に
、
神
武
天
皇
の
名
前
は
一
切
記
載
し
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
東
京
書
籍
の
記
載
内
容
に
は
疑

問
を
も
つ
。
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６
．
奈
良
時
代
の
人
々
の
く
ら
し
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
40

「
貴
族
と
一
般
の
人
々
の
食
事
」
（
写
真
に
て
掲
載
）

　

育
鵬
社

記
載
な
し

　

自
由
社

記
載
な
し

　

所
感

東
京
書
籍
だ
け
が
、
「
奈
良
時
代
の

人
々
の
く
ら
し
」
の
中
で
、
「
貴
族
と

一
般
の
人
々
の
食
事
」
を
写
真
付
き
で

記
載
し
て
い
る
が
、
奈
良
時
代
の
後
の

平
安
時
代
末
期
の
様
子
を
描
い
た
「
平

家
物
語
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
食
事

は
、
皇
室
や
貴
族
と
は
い
え
、
よ
ほ
ど
特
別
な
行
事

の
時
以
外
に
は
贅
沢
な
食
事
な
ど
は
な
い
。
そ
れ
な

の
に
何
故
か
、
東
京
書
籍
だ
け
が
「
貴
族
と
一
般
の

人
々
の
食
事
」
と
銘
打
っ
て
写
真
付
き
で
記
載
を
し

て
い
る
。
何
か
共
産
主
義
的
な
階
級
闘
争
で
も
？
と

思
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
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７
．
遣
隋
使
ま
た
は
遣
唐
使
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
42

奈
良
時
代
に
は
、
唐
の
制
度
や
文
化
を
取
り
入
れ

よ
う
と
、
朝
廷
は
遣
唐
使
を
た
び
た
び
中
国
に

送
っ
た
の
で
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
37

太
子
は
小
野
妹
子
ら
を
中
国
の
隋
に
派
遣
し
ま
し

た
（
遣
隋
使
）
。

　

自
由
社
Ｐ
50

600
年
、
聖
徳
太
子
は
、
隋
に
使
者
（
遣
隋
使
）
を

送
っ
た
。
日
本
が
中
国
の
王
朝
と
交
渉
を
も
つ
の

は
120
年
ぶ
り
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

所
感

東
京
書
籍
は
「
遣
唐
使
を
た
び
た
び
中
国
に
送
っ

た
」
。
育
鵬
社
は
「
中
国
の
隋
に
派
遣
し
た
」

と
記
載
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
と
「
遣
中
使
」
に

な
っ
て
し
ま
う
。
中
国
と
は
、
１
９
１
２
年
に
孫

文
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た
「
中
華
民
国
」
と
、

１
９
４
９
年
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
建
国
さ
れ
た

「
中
華
人
民
共
和
国
」
を
略
称
と
し
て
用
い
る
の

で
あ
る
。
「
隋
」
と
は
、
自
由
社
の
記
載
通
り
中

国
の
王
朝
で
あ
っ
て
、
中
国(

中
華
民
国
・
中
華
人

民
共
和
国)

で
は
な
い
。
よ
っ
て
東
京
書
籍
と
育
鵬

社
の
記
載
内
容
に
は
疑
問
を
も
つ
。



- 7 -

８
．
聖
徳
太
子
が
隋
の
煬
帝
に
あ
て
た　

　
　

手
紙
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍

記
載
な
し

　

育
鵬
社
Ｐ
37

コ
ラ
ム
の
欄
に
記
載

　

自
由
社
Ｐ
52

こ
の
と
き
の
隋
の
皇
帝
に
あ
て
た
手
紙
に
は
、

「
日
出
づ
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天

子
に
致
す
。
恙
無
き
や
」
と
書
か
れ
て
い
た
。

　

所
感

聖
徳
太
子
が
隋
の
煬
帝
に
送
っ
た
国
書
は
、
日
本

の
天
皇
と
隋
の
皇
帝
は
同
格
だ
と
い
う
事
を
示
し

た
国
書
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
の
事
実
を
記
載
し
な

い
東
京
書
籍
は
、
日
本
を
中
華
思
想
に
基
づ
く
華

夷
秩
序
の
中
に
ど
う
し
て
も
組
み
入
れ
た
い
の

か
？
と
思
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
東
京
書
籍
に
は

疑
問
を
も
つ
。

９
．
頼
朝
は
誰
に
よ
っ
て
征
夷
大
将
軍　

　
　

に
任
命
さ
れ
た
か

　

東
京
書
籍
Ｐ
63

頼
朝
は
朝
廷
と
の
関
係
を
整
え
、
１
１
９
２
年
に

征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
と
・
・
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
67

頼
朝
は
、
平
泉
に
逃
れ
た
義
経
を
奥
州
藤
原
氏
に

討
た
せ
、
続
い
て
奥
州
藤
原
氏
を
攻
め
ほ
ろ
ぼ
す

と
、
１
１
９
２
（
建
久
３
）
年
、
朝
廷
か
ら
征
夷
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大
将
軍
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
由
社
Ｐ
82

１
１
９
２
（
建
久
３
）
年
、
頼
朝
は
朝
廷
か
ら
征

夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
。

　

所
感

頼
朝
は
、
「
権
威
で
あ
る
朝
廷
」
か
ら
征
夷
大
将

軍
に
任
じ
ら
れ
て
、
「
権
力
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
」

を
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
頼
朝
に
、
ど
ん
な
に
実

力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
権
威
で
あ
る
朝
廷
」
か

ら
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
「
権
力
で

あ
る
幕
府
」
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
箇
所
は
、
誰
が
頼
朝
を
征
夷
大
将
軍
に

任
命
し
た
か
を
明
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
よ
っ
て
東
京
書
籍
の
記
載
内
容
に
は
疑
問
を

も
つ
。

10
．
元
寇
と
朝
鮮
出
兵
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
68

元
は
高
麗
の
軍
勢
も
合
わ
せ
て
攻
め
て
き
ま
し

た
。
・
・
・
１
２
８
１
（
弘
安
４
）
年
に
、
ふ
た

た
び
日
本
に
攻
め
て
き
ま
し
た
。

　

Ｐ
100

大
項
目
で
「
兵
農
分
離
と
朝
鮮
侵
略
」

　

Ｐ
101

項
目
で
「
海
外
貿
易
と
朝
鮮
侵
略
」

コ
ラ
ム
の
欄
で
次
の
豊
臣
秀
吉
の
政
策
の
結
果
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

①
太
閤
検
地　

②
刀
狩　

③
朝
鮮
侵
略
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育
鵬
社
Ｐ
72

日
本
を
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
フ
ビ
ラ
イ
は
・
・
・

　

Ｐ
96

項
目
で
「
秀
吉
の
対
外
政
策
と
朝
鮮
出
兵
」

　

自
由
社
Ｐ
86

フ
ビ
ラ
イ
は
、
東
ア
ジ
ア
へ
の
支
配
を
拡
大
し
、

独
立
を
保
っ
て
い
た
日
本
も
征
服
し
よ
う
と
く
わ

だ
て
た
。
・
・
・

　

Ｐ
115

項
目
で
「
朝
鮮
へ
の
出
兵
」

　

所
感

東
京
書
籍
は
、
元
が
日
本
に
武
力
行
使
を
す
る
と

「
攻
め
て
き
ま
し
た
」
と
い
い
、
日
本
が
朝
鮮
に

武
力
行
使
を
す
る
と
「
侵
略
」
と
い
う
。
東
京
書

籍
の
記
載
内
容
で
は
、
ど
こ
の
国
の
教
科
書
か
分

か
ら
な
い
。

11
．
日
清
戦
争
の
開
戦
原
因
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
162

朝
鮮
の
政
府
が
清
に
出
兵
を
求
め
た
の
を
き
っ
か

け
に
、
日
本
は
朝
鮮
に
出
兵
し
、
８
月
に
日
清
戦

争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
171

清
は
朝
鮮
の
求
め
に
応
じ
て
、
「
属
国
を
保
護
す

る
」
と
い
う
理
由
で
出
兵
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を

認
め
な
い
わ
が
国
も
、
清
と
の
取
り
決
め
に
基
づ

い
て
出
兵
し
た
た
め
、
両
軍
は
衝
突
し
、
日
清
戦

争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
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自
由
社
Ｐ
182

わ
ず
か
な
兵
力
し
か
も
た
な
い
朝
鮮
王
朝
は
、
清
に

鎮
圧
の
た
め
の
出
兵
を
求
め
た
が
、
日
本
も
清
と
の

申
し
合
わ
せ
に
従
っ
て
軍
隊
を
派
遣
し
た
た
め
、
日

清
両
軍
が
衝
突
し
て
日
清
戦
争
が
始
ま
っ
た
。

　

所
感

日
清
戦
争
開
戦
の
原
因
は
、
日
本
と
清
と
の
間
で

締
結
し
た
「
天
津
条
約
」
に
清
国
が
違
反
し
た
事

で
あ
る
。
「
天
津
条
約
」
で
は
、
日
本
ま
た
は
清

が
朝
鮮
に
出
兵
す
る
時
に
は
、
相
互
に
通
知
し
て

か
ら
出
兵
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
清

国
は
日
本
に
何
の
通
知
も
な
く
朝
鮮
に
出
兵
し

た
。
そ
の
事
が
日
清
戦
争
の
原
因
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
育
鵬
社
と
自
由
社
は
、
「
取
り
決
め
」
と
か

「
申
し
合
わ
せ
」
で
は
な
く
「
清
国
の
天
津
条
約

違
反
が
開
戦
の
原
因
」
と
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
明

確
に
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
東
京
書
籍
は
、
開
戦

の
原
因
が
日
本
に
有
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る

内
容
な
の
で
、
育
鵬
社
と
自
由
社
に
比
べ
る
と
明

ら
か
に
劣
っ
て
い
る
。

12
．
日
露
戦
争
の
開
戦
原
因
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
164

義
和
団
事
件
の
項
目　

日
本
を
主
力
と
す
る
連
合
軍

は
こ
れ
を
鎮
圧
し
ま
し
た
が
（
義
和
団
事
件
）
、

ロ
シ
ア
は
事
件
の
の
ち
も
大
軍
を
満
州
に
と
ど
め

て
事
実
上
占
領
し
、
さ
ら
に
韓
国
へ
の
進
出
を
強
め

ま
し
た
。
ロ
シ
ア
の
勢
力
拡
大
を
見
て
、
韓
国
で
の

優
位
を
確
保
し
た
い
日
本
と
、
清
で
の
利
権
の
確
保

に
日
本
の
軍
事
力
を
利
用
し
た
い
イ
ギ
リ
ス
と
は
、

１
９
０
２
年
に
日
英
同
盟
を
結
び
、
ロ
シ
ア
に
対
抗

し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
戦
争
の
危
機
が
せ
ま
っ
て



- 11 -

き
ま
し
た
。
社
会
主
義
者
の
幸
徳
秋
水
や
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
内
村
鑑
三
な
ど
は
開
戦
に
反
対
し
ま
し
た

が
、
新
聞
な
ど
が
主
張
す
る
主
戦
論
が
世
論
を
動
か

し
、
政
府
も
開
戦
の
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

　

育
鵬
社
Ｐ
173

ロ
シ
ア
の
極
東
で
の
軍
備
増
強
を
こ
の
ま
ま
黙
認

す
れ
ば
、
わ
が
国
の
存
立
の
危
機
を
む
か
え
る
と

考
え
た
政
府
は
開
戦
を
決
意
し
、
１
９
０
４
（
明

治
37
）
年
２
月
、
日
露
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

自
由
社
Ｐ
185

日
本
の
十
倍
の
国
家
予
算
と
軍
事
力
を
も
っ
て
い

た
ロ
シ
ア
は
、
満
州
の
兵
力
を
増
強
し
、
朝
鮮
北

部
に
軍
事
基
地
を
建
設
し
た
。
こ
の
ま
ま
黙
視
す

れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
極
東
に
お
け
る
軍
事
力
は
、
日

本
が
太
刀
打
ち
で
き
な
い
ほ
ど
増
強
さ
れ
る
の
は

明
ら
か
だ
っ
た
。
政
府
は
手
遅
れ
に
な
る
こ
と
を

恐
れ
て
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
決
意
し
た
。

　

所
感

日
露
戦
争
の
原
因
は
、
満
州
お
よ
び
朝
鮮
半
島
が
帝

政
ロ
シ
ア
の
影
響
下
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
日
本
が

存
亡
の
危
機
に
陥
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
更
に
、

日
本
と
す
れ
ば
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
完
成
が
間
近
に

迫
り
、
モ
ス
ク
ワ
か
ら
兵
員
や
武
器
弾
薬
な
ど
の
輸

送
が
短
時
間
で
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
戦
況
が
著

し
く
不
利
に
な
る
為
、
当
時
の
状
況
で
は
、
開
戦
は

あ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も

拘
わ
ら
ず
、
東
京
書
籍
は
、
日
本
が
韓
国
（
朝
鮮
半

島
）
で
の
優
位
を
確
保
し
た
い
が
た
め
に
、
日
本
か

ら
日
露
開
戦
を
し
た
よ
う
に
思
わ
せ
る
記
載
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
東
京
書
籍
の
記
載
内
容
に
は

疑
問
を
も
つ
。
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13
．
日
韓
併
合
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
166

１
９
１
０
年
、
日
本
は
韓
国
を
併
合
し
（
韓
国
併

合
）
、
朝
鮮
総
督
府
を
設
置
し
て
武
力
を
背
景
と

し
た
植
民
地
支
配
を
お
し
進
め
ま
し
た
。
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
177

１
９
０
９
（
明
治
42
）
年
、
伊
藤
博
文
が
満
州
で

韓
国
人
の
安
重
根
に
暗
殺
さ
れ
る
事
件
が
お
こ
り

ま
し
た
。
１
９
１
０
（
明
治
43
）
年
、
政
府
は
韓

国
併
合
に
踏
み
切
り
、
そ
の
統
治
の
た
め
朝
鮮
総

督
府
を
置
き
ま
し
た
。
欧
米
列
強
に
も
、
朝
鮮
半

島
で
日
本
に
干
渉
す
る
意
図
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
・
・
・

　

自
由
社
Ｐ
190

１
９
１
０
（
明
治
43
）
年
、
日
本
は
、
武
力
を
背

景
に
韓
国
内
の
反
発
を
お
さ
え
て
、
併
合
を
断
行

し
た
（
韓
国
併
合
）
。
・
・
・

　

所
感

そ
も
そ
も
日
韓
併
合
と
は
、
「
日
韓
併
合
条
約
」
に

基
づ
い
て
、
日
本
が
大
韓
帝
国
を
併
合
し
た
と
い

う
事
で
あ
る
。
と
い
う
事
は
、
当
時
の
大
韓
帝
国

の
政
府
要
人
や
国
民
の
中
に
、
そ
れ
相
応
の
人
数
の

賛
成
者
が
い
な
け
れ
ば
条
約
の
締
結
は
出
来
な
い
は

ず
で
あ
る
。
又
、
仮
に
強
引
な
併
合
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
い
く
ら
帝
国
主
義
の
時
代
と
は
い
え
、
当

時
の
列
強
諸
国
か
ら
反
発
を
招
い
た
は
ず
で
あ
る
の

に
、
ど
の
国
か
ら
も
抗
議
す
ら
受
け
て
い
な
い
。
で

あ
る
の
に
何
故
か
３
社
共
「
日
韓
併
合
条
約
」
の
事

を
全
く
記
載
し
て
い
な
い
。
又
、
「
併
合
」
と
「
植
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民
地
」
と
は
意
味
が
全
く
違
う
の
に
、
３
社
共
「
植

民
地
支
配
」
や
「
植
民
地
政
策
」
と
い
う
。
で
は
何

故
、
こ
の
よ
う
な
記
載
に
な
っ
て
し
ま
う
か
と
い
う

と
、
「
近
隣
諸
国
条
項
」(

注
１)

に
よ
っ
て
、
日
本

の
歴
史
の
事
実
を
教
科
書
に
記
載
で
き
な
い
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

注
１)

日
本
の
教
科
書
検
定
に
は
「
近
隣
諸
国
条

項
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
「
近
隣
諸
国
条

項
」
と
は
、
１
９
８
２(

昭
和
57)
年
『
「
歴
史
教

科
書
」
に
関
す
る
宮
沢
喜
一
内
閣
官
房
長
官
談

話
』
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
教
科
書
を
検
定
す
る
に

あ
た
り
、
近
隣
諸
国(

主
に
中
華
人
民
共
和
国
と
大

韓
民
国)

に
配
慮
を
す
る
」
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ

の
日
本
国
政
府
が
定
め
た
「
近
隣
諸
国
条
項
」
が

あ
る
限
り
、
日
本
の
教
科
書
で
あ
り
な
が
ら
、
日

本
の
歴
史
の
事
実
を
、
日
本
の
教
科
書
に
記
載
す

る
事
は
大
変
難
し
い
事
と
な
る
。

14
．
満
州
事
変
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
202

大
項
目
で
「
日
本
の
中
国
侵
略
」　

・
・
・
満
州

を
中
国
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
現

地
の
日
本
の
軍
部(

関
東
軍)

は
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
206

日
本
が
権
益
を
も
っ
た
満
州
で
は
・
・
・
排
日
運

動
の
激
化
・
・
・

　

自
由
社
Ｐ
222

１
９
３
１(

昭
和
６)

年
９
月
、
関
東
軍
は
、
・
・
・

満
州
で
日
本
人
が
受
け
て
い
た
不
法
な
被
害

を
・
・
・
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所
感

ま
ず
満
州
事
変
の
前
に
起
き
た
辛
亥
革
命
と
は
、

漢
民
族
に
よ
る
清
王
朝(

万
里
の
長
城
の
北
側
に
あ

る
満
州
を
勢
力
範
囲
と
し
て
い
た
満
州
民
族
が
、

万
里
の
長
城
を
南
下
し
て
漢
民
族
を
征
服
し
た
王

朝)

か
ら
の
独
立
戦
争
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し

て
、
万
里
の
長
城
と
は
、
漢
民
族
と
北
方
騎
馬

民
族(

匈
奴
、
モ
ン
ゴ
ル
、
満
州
等)

の
国
境
で
あ

り
、
漢
民
族
の
領
土
と
は
万
里
の
長
城
の
南
側
と

さ
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
辛
亥
革
命
以
前
は
、
清
王

朝(

満
州
民
族)

に
よ
っ
て
漢
民
族
は
支
配
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
（
こ
の
事
を
前
提
に
し
て
お
か
な

け
れ
ば
満
州
事
変
の
説
明
が
で
き
な
い
の
で
敢
え

て
説
明
を
し
ま
し
た
）
。
満
州
事
変
の
原
因
は
、

辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
満
州
地
域
の
主
権
が
定
ま
ら

ず
に
い
た
為
、
匪
賊
や
馬
賊
な
ど
が
、
北
京
議
定

書
や
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
等
に
よ
り
満
州
に
合

法
的
に
い
る
日
本
軍
人
を
虐
殺
し
た
り
、
排
日
運

動
に
よ
っ
て
衝
突
が
240
件
起
き
た
り
と
、
日
本
の

正
当
な
権
益
を
阻
害
さ
れ
た
事
な
ど
が
原
因
で
あ

る
。
そ
の
為
、
関
東
軍
は
日
本
人
や
日
本
の
権
益

を
守
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
止
む
を
得
ず
軍
事
行
動

に
出
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
関
東
軍
は
そ
の
後
、

満
州
を
安
定
さ
せ
る
為
に
、
満
州
人
で
あ
り
清
国

最
後
の
皇
帝
で
あ
っ
た
愛
新
覚
羅
溥
儀
を
皇
帝
と

す
る
満
州
帝
国
を
建
国
し
た
。
関
東
軍
に
よ
る
柳

条
湖
で
の
満
鉄
爆
破
事
件
に
関
し
て
は
、
現
在
の

価
値
観
で
は
許
さ
れ
な
い
事
だ
が
、
当
時
の
価
値

観(

米
国
に
よ
る
ハ
ワ
イ
併
合
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
植

民
地
化
等)

で
は
こ
の
よ
う
な
事
は
決
し
て
珍
し
い

事
で
は
な
か
っ
た
。
リ
ッ
ト
ン
に
よ
る
国
際
連
盟

の
報
告
書
に
も
「
日
本
の
侵
略
と
す
る
よ
う
な
簡

単
な
話
で
は
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て

「
日
本
の
中
国
侵
略
」
と
す
る
東
京
書
籍
の
内
容
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は
特
に
酷
い
が
、
育
鵬
社
と
自
由
社
の
記
載
内
容

も
踏
込
が
足
ら
な
い
と
思
う
。

15
．
支
那
事
変
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
204

満
州
を
支
配
下
に
置
い
た
日
本
は
、
さ
ら
に
中

国
北
部
に
侵
入
し
ま
し
た
。
１
９
３
７(

昭
和

12)

年
７
月
７
日
、
北
京
郊
外
の
盧
溝
橋
付
近
で

起
こ
っ
た
日
中
両
国
軍
の
武
力
衝
突(
盧
溝
橋
事

件)

を
き
っ
か
け
に
、
日
中
戦
争
が
始
ま
り
ま
し

た
。
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
208

大
項
目
「
日
中
戦
争
（
支
那
事
変
）
」

　

Ｐ
209

項
目
「
日
中
戦
争
」　

日
本
は
義
和
団
事
件
の
あ

と
、
条
約
に
よ
り
北
京
周
辺
に
５
０
０
０
人
の
軍
を

駐
屯
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
１
９
３
７(

昭
和
12)

年
７

月
、
北
京
郊
外
の
盧
溝
橋
付
近
で
日
本
軍
は
何
者
か

に
銃
撃
を
加
え
ら
れ
、
中
国
側
と
撃
ち
合
い
と
な
り

ま
し
た(

盧
溝
橋
事
件
）
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
政

府
は
不
拡
大
方
針
を
と
る
一
方
で
、
兵
力
の
増
強
を

決
定
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
日
本
軍
と
国
民
政
府
軍

と
の
戦
闘
は
終
わ
ら
ず
、
８
月
に
は
日
本
軍
将
校
の

殺
害
を
き
っ
か
け
に
上
海
に
も
戦
闘
が
拡
大
し
ま
し

た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
日
本
政
府
は
不
拡
大
方
針
を

撤
回
し
、
日
本
と
中
国
は
全
面
戦
争
に
突
入
し
て
い

き
ま
し
た(

日
中
戦
争)

。
・
・
・

　

自
由
社
Ｐ
224

大
項
目
「
日
中
戦
争
」
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Ｐ
225

項
目
「
日
中
戦
争
の
は
じ
ま
り
」　

い
っ
ぽ
う
、
日

本
軍
は
満
州
国
の
維
持
や
資
源
確
保
の
た
め
に
、

隣
接
す
る
華
北
地
方
に
親
日
政
権
を
つ
く
る
な
ど

し
て
、
中
国
側
と
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
。
ま
た
、

日
本
は
義
和
団
事
件
の
あ
と
、
他
の
列
強
諸
国
と

同
様
に
中
国
と
結
ん
だ
条
約
に
よ
っ
て
、
北
京
周

辺
に
５
０
０
０
人
の
軍
隊
を
駐
屯
さ
せ
て
い
た
。

１
９
３
７(

昭
和
12)

年
７
月
７
日
夜
、
北
京
郊
外
の

盧
溝
橋
で
、
演
習
し
て
い
た
日
本
軍
に
向
け
て
何
者

か
が
発
砲
す
る
事
件
が
お
き
、
翌
日
に
は
、
中
国
軍

と
戦
闘
状
態
に
な
っ
た(

盧
溝
橋
事
件)

。
事
件
そ
の

も
の
は
小
規
模
で
、
現
地
解
決
が
は
か
ら
れ
た
が
、

日
本
は
派
兵
を
決
定
し
、
中
国
側
も
動
員
令
を
発
し

た
。
そ
の
後
も
戦
闘
は
絶
え
ず
、
翌
月
に
は
、
外
国

の
権
益
が
集
中
し
各
国
の
租
界
が
あ
る
上
海
で
、
二

人
の
日
本
人
将
兵
が
射
殺
さ
れ
る
事
件
が
お
こ
り
、

中
国
軍
が
日
本
人
居
留
区
を
包
囲
し
た
。
日
本
は
日

本
人
保
護
の
た
め
派
兵
し
た
。
こ
う
し
て
日
中
戦
争

（
日
本
は
当
時
「
支
那
事
変
」
と
よ
ん
だ
）
が
始
ま

り
、
拡
大
し
た
。

　

所
感

　

呼
称
に
つ
い
て
だ
が
、
「
支
那
事
変
」
と
は
当

時
の
日
本
国
政
府
が
閣
議
決
定
し
た
呼
称
で
あ

る
。
よ
っ
て
日
中
戦
争
と
い
う
呼
称
に
は
疑
問
を

持
つ
。
例
え
ば
平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た

震
災
を
当
初
は
「
東
北
関
東
大
震
災
」
と
呼
ん
で

い
た
が
同
年
４
月
１
日
の
閣
議
決
定
に
よ
り
「
東

日
本
大
震
災
」
と
呼
称
を
決
め
た
。
こ
の
よ
う
に

政
府
が
閣
議
決
定
し
た
呼
称
が
相
応
し
い
の
で
、

「
日
中
戦
争
」
で
は
な
く
「
支
那
事
変
」
と
呼
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
「
支
那
事
変
」
と

一
切
記
載
し
て
い
な
い
東
京
書
籍
の
内
容
に
は
疑
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問
を
持
つ
。
又
、
東
京
書
籍
は
「
日
本
が
中
国
北

部
に
侵
入
し
ま
し
た
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
史
実

は
育
鵬
社
と
自
由
社
の
書
い
て
あ
る
通
り
条
約

（
北
京
議
定
書
等
）
に
よ
っ
て
日
本
軍
が
駐
留
し

て
い
た
の
で
、
重
ね
て
東
京
書
籍
の
記
載
内
容
に

は
疑
問
を
持
つ
。
ま
た
支
那
事
変
の
最
大
の
謎
で

あ
る
「
誰
が
日
本
軍
に
発
砲
し
た
の
か
？
」
と
い

う
事
だ
が
、
犯
人
は
日
本
と
中
華
民
国
が
全
面
戦

争
と
な
り
、
結
果
、
漁
夫
の
利
を
占
め
る
事
を
望

む
勢
力
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
何
者
か
が
日
本
軍
に

発
砲
し
た
」
の
で
は
な
く
「
日
本
と
中
華
民
国
と

を
全
面
戦
争
に
さ
せ
た
い
勢
力
が
、
日
本
軍
に
発

砲
し
た
」
が
、
史
実
に
あ
っ
た
記
載
で
あ
る
。

＊
「
支
那
」
と
は
差
別
用
語
で
は
な
い
。
平
安
時

代
に
は
空
海
も
「
支
那
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

い
た
。
現
在
に
お
い
て
も
「
南
シ
ナ
海
」
「
東
シ

ナ
海
」
「
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
」
等
が
使
わ
れ
て
い

る
。
中
華
民
国
と
中
華
人
民
共
和
国
の
国
父
と
さ

れ
る
孫
文
も
自
国
を
「
支
那
」
と
い
っ
て
い
る
。

ま
た
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ａ
は
文
字
通
り
シ
ナ
の
事
で
あ

る
。
日
本
で
中
国
と
い
う
場
合
は
、
山
陰
と
山
陽

の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
当
然
日
本
に
あ
る

中
国
銀
行
・
中
国
放
送
・
中
国
新
聞
・
中
国
交

通
・
中
国
電
力
な
ど
全
て
本
社
は
日
本
に
あ
る

し
、
日
本
の
会
社
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
中
国

地
方
に
は
中
国
自
動
車
道
が
通
っ
て
い
る
。

16
．
南
京
事
件
と
日
本
人
が

　
　
　

虐
殺
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
204

・
・
・
日
本
軍
は
、
同
年
末
に
首
都
の
南
京
を
占

領
し
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
女
性
や
子
ど
も
な
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ど
一
般
の
人
々
や
捕
虜
を
ふ
く
む
多
数
の
中
国
人

を
殺
害
し
ま
し
た
（
南
京
事
件
）
。

　

コ
ラ
ム
の
欄

こ
の
事
件
は
、
南
京
大
虐
殺
と
し
て
国
際
的
に
非

難
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
国
民
に
は
知
ら
さ
れ

ず
、
戦
後
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判(

東
京
裁
判)

で

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
被
害
者
の
数
に
つ
い
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
や
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
い
ま
だ
に
確
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

育
鵬
社
Ｐ
209

④
の
コ
ラ
ム　

こ
の
と
き
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
、

中
国
の
軍
民
に
多
数
の
死
傷
者
が
出
た(

南
京
事

件)

。
こ
の
事
件
の
犠
牲
者
数
な
ど
の
実
態
に
つ
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
り
、
今
日
で
も
論

争
が
続
い
て
い
る
。

　

自
由
社
Ｐ
225

⑤
の
コ
ラ
ム　

南
京
占
領
の
際
に
、
日
本
軍
に

よ
っ
て
中
国
の
軍
民
に
多
数
の
死
傷
者
が
出
た(

南

京
事
件)

。

　

所
感

東
京
書
籍
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
南
京
大
虐
殺
」

が
、
「
日
本
国
民
に
は
知
ら
さ
れ
ず
、
戦
後
の
東

京
裁
判
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
が
、
本
当
に
「
南
京
大
虐
殺
」
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
蒋
介
石
は
す
ぐ
に
国
際
世

論
に
訴
え
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
、
そ
れ
以
外

の
事
に
つ
い
て
は
、
事
実
を
歪
曲
し
て
ま
で
も
国

際
世
論
に
訴
え
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
何
故
「
南

京
大
虐
殺
」
だ
け
は
国
際
世
論
に
訴
え
な
か
っ
た

の
か
。
東
京
裁
判
で
、
検
察
側
証
人
と
し
て
証
言

し
た
米
国
人
の
宣
教
師
は
「
何
十
万
の
中
国
人
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が
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
」
と
証
言
し

て
、
裁
判
官
に
「
で
は
貴
方
は
ど
れ
だ
け
の
数
を

実
際
に
見
た
の
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
る
と
、

「
実
際
に
見
た
遺
体
は
３
人
と
、
も
う
１
件
は
中

国
人
の
捕
虜
１
人
が
脱
走
を
図
り
、
そ
の
時
に
日

本
兵
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
る
の
を
見
た
」
と
の
証

言
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
遺
体
３
人
を
誰
が
殺
害
し

た
の
か
を
見
て
お
ら
ず
、
ま
た
中
国
人
の
捕
虜
１

人
が
脱
走
を
図
り
射
殺
さ
れ
た
事
は
戦
時
国
際
法

で
は
合
法
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
南
京
に
い
た
約

200
名
の
日
本
の
従
軍
記
者
や
外
交
官
と
数
名
の
外

国
人
記
者
も
「
虐
殺
な
ど
見
た
事
も
、
聞
い
た
事

も
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
当
時
、
世
界
で

も
有
数
の
軍
規
厳
正
な
軍
隊
と
い
う
評
価
を
受
け

て
い
た
日
本
軍
は
、
敵
国
の
首
都
に
初
め
て
入
城

す
る
に
あ
た
り
、
世
界
か
ら
非
難
を
さ
れ
る
行
動

を
し
な
い
よ
う
教
育
を
徹
底
し
て
か
ら
南
京
に
入

城
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
と
当
時
の
蒋
介

石
政
権
の
対
応
を
見
る
と
、
世
界
で
も
有
数
の
軍

規
に
厳
正
だ
っ
た
日
本
軍
が
、
本
当
に
「
南
京
事

件
」
を
起
こ
し
た
の
か
大
き
な
疑
問
が
残
る
。
ま

た
、
「
東
京
裁
判
」
の
時
に
初
め
て
「
南
京
大
虐

殺
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
「
東
京
裁
判
」

の
前
に
は
、
米
軍
に
よ
る
国
際
法
違
反
の
「
広

島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
米

軍
の
戦
争
犯
罪
を
打
消
す
為
に
、
実
際
に
は
な

か
っ
た
「
南
京
大
虐
殺
」
を
作
り
上
げ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
く
ら
近
隣
諸

国
条
項
に
よ
っ
て
検
定
制
度
が
歪
め
ら
れ
て
い
る

と
は
い
え
、
東
京
書
籍
の
記
載
内
容
は
明
ら
か
に

逸
脱
し
て
い
る
。

＊
戦
前
は
「
南
京
事
件
」
と
言
え
ば
、
１
９
１
３

(

大
正
２)
年
に
南
京
で
袁
世
凱
の
軍
に
よ
っ
て
在
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留
日
本
人
３
人
を
殺
害
し
家
屋
を
略
奪
さ
れ
た
事

件
と
、
１
９
２
７(

昭
和
２)

年
に
同
じ
く
南
京
で

蒋
介
石
の
軍
に
よ
っ
て
日
本
領
事
館
を
襲
撃
し
、

領
事
夫
人
が
強
姦
凌
辱
さ
れ
、
１
名
が
殺
害
、
数

名
が
重
傷
を
負
い
、
又
、
諸
外
国
の
領
事
館
や
居

留
地
な
ど
も
襲
撃
さ
れ
イ
ギ
リ
ス
人
３
名
、
ア
メ

リ
カ
人
１
名
、
イ
タ
リ
ア
人
１
名
、
フ
ラ
ン
ス
人

１
名
、
デ
ン
マ
ー
ク
人
１
名
が
殺
害
さ
れ
た
事
件

を
指
し
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
い
つ
の
間
に
か
「
南

京
事
件
」
と
い
え
ば
、
日
本
人
が
凌
辱
虐
殺
さ
れ

た
事
件
で
は
な
く
、
日
本
人
が
起
こ
し
た
証
拠
も

何
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
南
京
大
虐
殺
」
を
言
う

よ
う
に
な
っ
た
。
参
考
だ
が
そ
の
他
に
「
日
本
人

が
暴
行
ま
た
は
凌
辱
虐
殺
さ
れ
た
事
件
」
は
、
尼

港
事
件(

１
９
２
０
年)

、
漢
口
事
件(

１
９
２
７

年)

、
済
南
事
件(

１
９
２
８
年)

、
通
州
事
件

(

１
９
３
７
年)

、
葛
根
事
件(

１
９
４
５
年)

、
敦
化

事
件(

１
９
４
５
年)

、
牡
丹
事
件(

１
９
４
５
年)

、

麻
山
事
件(

１
９
４
５
年)

、
通
化
事
件(

１
９
４
６

年)

等
が
あ
る
が
、
近
隣
諸
国
条
項
に
よ
っ
て
な
の

か
、
何
故
か
「
本
当
に
あ
っ
た
日
本
人
が
凌
辱
虐

殺
さ
れ
た
事
件
」
を
一
切
記
載
し
て
い
な
い
。

17
．
大
東
亜
戦
争
（
太
平
洋
戦
争
）の　

　
　
原
因
と
そ
の
呼
称
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
208

日
本
が
侵
略
的
な
行
動
を
と
る
中
で
、
日
米
関
係

は
悪
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
近
衛
内
閣
は
、
ア
メ

リ
カ
と
の
戦
争
を
さ
け
る
た
め
に
１
９
４
１
年
４

月
か
ら
日
米
交
渉
を
行
い
ま
し
た
が
、
軍
部
の
要

求
な
ど
も
あ
っ
て
、
南
進
を
と
め
ま
せ
ん
で
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
南
部
を
占
領
し

た
日
本
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
石
油
の
輸
出
禁
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止
に
ふ
み
き
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
も
同
調

し
ま
し
た
。
戦
争
に
不
可
欠
な
石
油
を
た
た
れ
た

日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
を
経
済
的
に
封
鎖

す
る
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
包
囲
陣
」
を
打
ち
破
る
に
は
早

期
に
開
戦
す
る
し
か
な
い
と
い
う
強
硬
論
が
高
ま

り
ま
し
た
。
日
米
交
渉
の
席
で
ア
メ
リ
カ
が
、
中

国
と
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
の
全
面
撤
兵

な
ど
を
要
求
す
る
と
、
近
衛
内
閣
の
次
に
成
立
し

た
東
条
英
機
内
閣
と
軍
部
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
戦

争
を
最
終
的
に
決
定
し
ま
し
た
。
１
９
４
１
年
12

月
８
日
、
日
本
軍
は
、
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
基
地
が

あ
る
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
を
奇
襲
攻
撃
す
る
と
と
も

に
、
イ
ギ
リ
ス
領
の
マ
レ
ー
半
島
に
上
陸
し
、
太

平
洋
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

育
鵬
社
Ｐ
214

日
米
交
渉
が
行
き
づ
ま
る
な
か
、
軍
部
で
は
対

米
開
戦
も
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
９
４
１(

昭
和
16)

年
11
月
、
ア
メ
リ
カ
は
、
中

国
や
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
の
日
本
軍
の
無
条
件
即
時

撤
退
、
蒋
介
石
政
権
以
外
の
中
国
政
権
の
否
認
、

三
国
同
盟
の
事
実
上
の
破
棄
な
ど
を
要
求
す
る

強
硬
案(

ハ
ル
・
ノ
ー
ト)

を
日
本
に
提
示
し
ま
し

た
。
東
条
英
機
内
閣
は
、
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
側
の

最
後
通
告
と
受
け
止
め
、
交
渉
を
断
念
し
、
開
戦

を
決
断
し
ま
し
た
。
１
９
４
１(

昭
和
16)

年
12
月

８
日
、
日
本
海
軍
は
ハ
ワ
イ
の
米
軍
基
地
を
攻
撃

し
、
太
平
洋
艦
隊
に
壊
滅
的
な
損
害
を
あ
た
え
ま

し
た(

真
珠
湾
攻
撃)

。
ま
た
、
マ
レ
ー
半
島
に
上

陸
し
た
陸
軍
も
イ
ギ
リ
ス
軍
を
撃
破
し
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
を
め
ざ
し
て
南
下
し
、
短
期
間
で
占
領

し
ま
し
た
。
日
本
は
米
英
に
宣
戦
布
告
し
、
こ
の

戦
争
を
「
自
存
自
衛
」
の
戦
争
と
宣
言
し
た
う
え

で
、
大
東
亜
戦
争
と
名
付
け
ま
し
た(

戦
後
は
太
平
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洋
戦
争
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た)

。

　

自
由
社
Ｐ
228

日
本
は
石
油
の
輸
入
先
を
求
め
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
を
領
有
す
る
オ
ラ
ン
ダ
と
交
渉
し
た
が
、
断

ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
米
・
英
・
中
・
蘭
の
４
国

が
日
本
を
経
済
的
に
追
い
つ
め
る
状
況
が
生
ま
れ

た
。
・
・
・
・
・
１
９
４
１
年
４
月
、
悪
化
し
た

日
米
関
係
を
打
開
す
る
た
め
の
日
米
交
渉
が
、
ワ

シ
ン
ト
ン
で
始
ま
っ
た
が
、
ま
と
ま
ら
な
か
っ

た
。
・
・
・
・
・
日
米
交
渉
は
続
け
ら
れ
て
い
た

が
、
進
展
は
な
か
っ
た
。
11
月
、
ア
メ
リ
カ
は
、

日
本
が
中
国
、
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
無
条
件
で
全
面

的
に
撤
退
す
る
こ
と
を
求
め
る
強
硬
な
提
案(

ハ

ル
・
ノ
ー
ト)

を
つ
き
つ
け
た
。
こ
れ
を
最
後
通

告
と
受
け
止
め
た
日
本
政
府
は
、
対
米
開
戦
を
決

意
し
た
。
１
９
４
１(

昭
和
16)

年
12
月
８
日
、
日

本
海
軍
は
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ワ
イ
に
あ
る
真
珠
湾
基

地
を
奇
襲
し
、
ア
メ
リ
カ
太
平
洋
艦
隊
と
陸
軍
の

航
空
部
隊
に
全
滅
に
近
い
打
撃
を
あ
た
え
た
。
こ

の
作
戦
は
、
主
力
艦
隊
を
撃
破
し
て
、
太
平
洋
の

制
海
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
だ
っ

た
。
同
日
、
日
本
陸
軍
は
マ
レ
ー
半
島
に
上
陸

し
、
イ
ギ
リ
ス
軍
を
撃
破
し
つ
つ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

を
め
ざ
し
て
進
ん
だ
。
日
本
は
米
英
に
宣
戦
布
告

し
、
こ
の
戦
争
は
「
自
存
自
衛
」
の
た
め
の
戦
争
で

あ
る
と
宣
言
し
た
。
ま
た
、
こ
の
戦
争
を
「
大
東
亜

戦
争
」
と
命
名
し
た
。

　

所
感

「
太
平
洋
戦
争
」
と
い
う
呼
称
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占

領
政
策
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
で

は
何
故
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
占
領
期
に
、
日
本
国
政
府
が
閣

議
決
定
を
し
た
「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
呼
称
を
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使
用
さ
せ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、

日
本
の
開
戦
理
由
と
し
て
掲
げ
て
い
た
「
大
東

亜
を
欧
米
列
強
諸
国
の
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
す

る
」
と
い
う
事
を
隠
し
た
い
為
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
言
論
統
制
の
名
残
と
し
て
、
今

現
在
も
日
本
国
政
府
が
閣
議
決
定
し
た
「
大
東
亜

戦
争
」
と
い
う
言
葉
を
東
京
書
籍
は
使
用
し
て
い

な
い
。
ま
た
東
京
書
籍
は
「
ハ
ル
・
ノ
ー
ト
」
と

い
う
言
葉
も
使
用
し
て
い
な
い
。
何
故
「
ハ
ル
・

ノ
ー
ト
」
が
重
要
か
と
い
う
と
、
「
ハ
ル
・
ノ
ー

ト
」
と
は
、
実
質
米
国
の
日
本
に
対
す
る
宣
戦
布

告
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
何
故
宣
戦
布
告
か
と
い

え
ば
、
日
本
は
日
米
開
戦
を
避
け
よ
う
と
し
て
、

米
国
を
信
用
し
外
交
努
力
を
し
続
け
て
き
た
。
し

か
し
、
米
国
は
日
本
が
絶
対
に
飲
め
な
い
条
件(

日

本
の
降
伏
条
件
で
あ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
近
い
条

件)

で
あ
る
「
ハ
ル
・
ノ
ー
ト
」
を
突
き
つ
け
て

き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
い
く
ら
自
衛
の
為
と

は
い
え
、
絶
対
に
避
け
た
か
っ
た
米
国
と
の
戦
争

に
追
い
込
ま
れ
、
止
む
を
得
ず
突
入
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
又
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
昭
和
26
年

５
月
３
日
、
米
国
議
会
上
院
の
軍
事
外
交
合
同
委

員
会
で
「
日
本
が
戦
争
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
動

機
は
、
主
と
し
て
安
全
保
障
の
必
要
に
迫
ら
れ
て

（
早
い
話
が
自
衛
の
為
の
戦
い
）
だ
っ
た
」
と
証

言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
史
実
か
ら
、
東
京
書

籍
の
「
日
本
が
侵
略
的
な
行
動
を
と
る
」
と
の
記

載
内
容
は
明
ら
か
な
に
間
違
い
で
あ
る
。

18
．
日
本
の
降
伏
条
件
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
213

１
９
４
５
年
７
月
、
連
合
国
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を

発
表
し
、
日
本
に
無
条
件
降
伏
を
求
め
ま
し
た
。
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し
か
し
、
日
本
は
す
ぐ
に
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
・
・
・
よ
う
や
く
日
本
は
、
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
を
受
け
入
れ
て
降
伏
す
る
こ
と
を
決

め
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
220

・
・
・
連
合
国
は
日
本
へ
の
降
伏
条
件
を
示
し
た

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国

の
名
で
発
表
し
ま
し
た
。
・
・
・
天
皇
は
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
を
受
諾
し
降
伏
す
る
と
い
う
外
務
大
臣
の

意
見
を
支
持
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
内
閣
は
、

受
諾
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

自
由
社
Ｐ
236

・
・
・
ベ
ル
リ
ン
郊
外
の
ポ
ツ
ダ
ム
に
、
米
英
ソ

３
国
の
首
脳
が
集
ま
り
、
26
日
、
日
本
に
対
す
る

戦
争
終
結
の
条
件
を
示
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
、

米
英
中
３
国
の
名
で
発
表
し
た
。
・
・
・
10
日
午

前
２
時
、
鈴
木
首
相
が
天
皇
の
前
に
進
み
出
て
、

聖
断
を
あ
お
い
だ
。
天
皇
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
即

時
受
諾
に
よ
る
日
本
の
降
伏
を
決
断
し
た
。

　

所
感

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
と
は
、
13
項
目
に
亘
る
日
本

へ
の
降
伏
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
京
書
籍

に
は
「
無
条
件
降
伏
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
若

し
、
東
京
書
籍
の
い
う
通
り
に
「
無
条
件
降
伏
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
北
方
領
土
」
「
竹

島
」
「
尖
閣
諸
島
」
は
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
よ
っ
て
「
北
方

領
土
」
「
竹
島
」
「
尖
閣
諸
島
」
は
日
本
の
領
土

だ
と
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
東
京
書
籍

の
記
載
内
容
は
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
し
、

又
、
な
ぜ
こ
の
記
載
内
容
で
教
科
書
検
定
に
合
格
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す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。

19
．
東
京
裁
判
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
227

・
・
・
軍
隊
を
解
散
さ
せ
、
戦
争
犯
罪
人(

戦
犯)

と
み
な
し
た
軍
や
政
府
な
ど
の
指
導
者
を
極
東
国

際
軍
事
裁
判(

東
京
裁
判)

に
か
け
・
・
・

　

コ
ラ
ム
の
欄

極
東
国
際
軍
事
裁
判(

東
京
裁
判)　

東
条
元
首
相

な
ど
28
名
が
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
を
犯
し
た
Ａ

級
戦
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
病
死
者
な
ど
を
除
く

25
名
が
有
罪
判
決
を
受
け
ま
し
た
。
・
・
・

　

育
鵬
社
Ｐ
230

・
・
・
日
本
軍
は
解
散
さ
せ
ら
れ
、
戦
争
の
計
画

や
実
行
に
中
心
的
な
役
割
を
に
な
っ
た
と
さ
れ
た

軍
人
や
政
治
家
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判(

東
京
裁

判)

に
か
け
ら
れ
、
裁
か
れ
ま
し
た
。

　

Ｐ
232

・
・
・
こ
の
よ
う
に
、
東
京
裁
判
で
は
、
日
本
の

政
治
家
・
軍
人
た
ち
が
戦
争
犯
罪
者
と
し
て
裁

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
米
ソ
な
ど
の
戦
勝
国

に
対
し
て
は
、
当
時
の
国
際
法
か
ら
見
て
戦
争
犯

罪
と
さ
れ
る
も
の
で
も
、
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
大
空
襲
や
原
爆
投

下
・
・
・
日
本
人
捕
虜
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
・
・
・

こ
う
し
た
戦
勝
国
の
行
為
を
裁
く
裁
判
は
、
行
わ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
東
京
裁
判
に

つ
い
て
は
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
を
過
去
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
適
用
し
た
こ
と
の
不
当
性
を
、
批
判

す
る
意
見
が
あ
り
ま
す
。
・
・
・
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自
由
社
Ｐ
244

１
９
４
６(

昭
和
21)

年
か
ら
は
、
東
京
裁
判(

極
東

国
際
軍
事
裁
判)

が
開
か
れ
、
戦
争
中
の
指
導
的
な

軍
人
や
政
治
家
が
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
な
ど
を

犯
し
た
戦
争
犯
罪
者(

戦
犯)

で
あ
る
と
し
て
、
７

人
が
死
刑
判
決
を
受
け
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
裁
か

れ
た
。

　

Ｐ
247

・
・
・
東
京
裁
判
は
、
①
勝
っ
た
側
が
負
け
た
側

を
裁
い
た
、
②
裁
判
官
も
検
察
官
も
大
多
数
が

勝
っ
た
側
だ
っ
た
、
③
勝
っ
た
側
の
戦
争
犯
罪
は

裁
か
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
勝
者

の
裁
き
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
裁
判
の
実
際
の

審
理
で
も
、
弁
護
側
の
提
出
し
た
膨
大
な
証
拠
が

採
用
さ
れ
ず
、
却
下
さ
れ
ま
し
た
。
東
京
裁
判

で
、
イ
ン
ド
代
表
と
し
て
参
加
し
た
パ
ル
判
事

は
、
た
だ
一
人
国
際
法
に
精
通
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
裁
判
は
国
際
法
上
の
根
拠
を
欠
い
て
い

る
と
し
て
、
被
告
全
員
の
無
罪
を
主
張
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
パ
ル
判
事
の
意
見
書
の

公
表
を
禁
じ
ま
し
た
。
・
・
・

　

所
感

東
京
裁
判
で
、
日
本
側
弁
護
団
副
団
長
を
務
め
た
清

瀬
一
郎
弁
護
士
は
法
廷
の
場
で
、
「
そ
も
そ
も
こ

の
裁
判
は
、
誰
の
権
限
で
開
い
て
、
ど
の
法
律
で

裁
く
の
か
？
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
ウ
ェ
ブ
裁
判

長
は
答
え
に
窮
し
「
こ
の
裁
判
は
特
殊
な
裁
判
だ
」

と
だ
け
し
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
故
ウ
ェ
ブ
裁

判
長
が
答
え
に
窮
し
た
か
と
い
う
と
、
東
京
裁
判

と
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
国
際
法
で
は
な
い
東
京
裁

判
条
例
を
、
日
本
が
降
伏
を
し
た
１
９
４
５(

昭
和

20)

年
の
翌
年
で
あ
る
１
９
４
６(

昭
和
21)

年
１
月
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に
定
め
て
、
そ
れ
を
１
９
２
８(

昭
和
３)

年
１
月
～

１
９
４
５(

昭
和
20)

年
９
月
に
ま
で
遡
っ
て
東
京
裁

判
条
例
の
運
用
を
す
る
と
い
う
、
近
代
法
に
お
い
て

厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
後
法(

注
２)

で
日
本
を

裁
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
事
は
、
日
本
は
戦
時

国
際
法
違
反
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
日
本
を
裁

き
た
く
て
も
裁
け
ず
、
戦
勝
国
で
あ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、

事
後
法
で
あ
る
「
東
京
裁
判
条
例
」
を
作
成
し
て
、

無
理
や
り
敗
戦
国
で
あ
る
日
本
の
罪
を
作
り
、
無
理

や
り
敗
戦
国
で
あ
る
日
本
を
裁
い
た
の
が
「
東
京
裁

判
」
で
あ
る
。
以
上
の
事
を
一
切
記
載
し
て
な
い
東

京
書
籍
に
は
疑
問
を
も
つ
。

(

注
２)

事
後
法
と
は
、
実
行
時
に
合
法
で
あ
っ
た

行
為
を
、
事
後
に
定
め
た
法
令
に
よ
っ
て
遡
り
違

法
と
し
て
処
罰
す
る
事
を
い
う
。
東
京
裁
判
の

事
例
で
い
う
と
、
１
９
２
８(

昭
和
３)

年
１
月
～

１
９
４
５(

昭
和
20)

年
９
月
ま
で
は
国
際
法
で
合

法
と
認
め
ら
れ
て
い
た
日
本
及
び
日
本
軍
の
行
為

を
、
１
９
４
６(

昭
和
21)

年
１
月
に
「
東
京
裁
判

条
例
」
を
作
成
し
て
、
１
９
２
８(

昭
和
３)

年
１

月
ま
で
の
過
去
に
遡
っ
て
処
罰
を
す
る
と
言
う
事

で
あ
る
。
平
た
く
言
え
ば
「
後
出
し
じ
ゃ
ん
け

ん
」
の
事
を
い
う
。
近
代
法
に
お
い
て
は
、
こ
の

卑
劣
極
ま
る
「
後
出
し
じ
ゃ
ん
け
ん
」
的
処
罰
を

厳
し
く
禁
じ
て
い
る
。

20
．
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
に
つ
い
て

　

東
京
書
籍
Ｐ
227

日
本
本
土
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
を
主
力
と
す
る
連
合
国

軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
を
最
高
司
令
官
と
す
る
連
合
国
軍
最
高
司

令
官
総
司
令
部(
Ｇ
Ｈ
Ｑ)

の
指
令
に
従
っ
て
・
・
・



- 28 -

　

育
鵬
社
Ｐ
230

戦
争
に
負
け
た
わ
が
国
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と

す
る
連
合
国
に
占
領
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
政
府

は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
最
高
司
令
官
と
す
る
連
合

国
軍
総
司
令
部(
Ｇ
Ｈ
Ｑ)

の
指
令
を
受
け
、
改
革

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
・
・
・
過
去
の
日
本
の
歴

史
教
育
や
政
策
は
誤
っ
て
い
た
と
い
う
報
道
や
教

育
が
行
わ
れ
、
占
領
政
策
や
連
合
国
を
批
判
す
る

報
道
は
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。
・
・
・

　

自
由
社
Ｐ
244

１
９
４
５(

昭
和
20)

年
８
月
末
、
ア
メ
リ
カ
軍
を

主
体
と
す
る
連
合
国
軍
に
よ
る
日
本
占
領
が
始

ま
っ
た
。
・
・
・

　

Ｐ
246

・
・
・
占
領
軍
は
、
占
領
直
後
か
ら
、
新
聞
、
雑

誌
、
ラ
ジ
オ
、
映
画
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
言

論
に
対
す
る
厳
し
い
検
閲
を
行
い
ま
し
た
。
空
襲

や
原
爆
に
つ
い
て
報
道
す
る
こ
と
も
、
連
合
国
を

批
判
し
た
り
、
日
本
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
も

禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
・
・
・
さ
ら
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、

「
戦
争
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
を
日
本
人
の
心
に
植

え
つ
け
る
た
め
の
情
報
宣
伝
計
画
」(

ウ
ォ
ー
・
ギ

ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム)

を
、
軍
事
作
戦
と
し
て
実
施
し
ま
す
。
・
・
・
Ｇ

Ｈ
Ｑ
は
、
「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
用
語
を
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
日
本

兵
が
犯
し
た
と
さ
れ
る
暴
虐
な
行
為
を
あ
る
こ
と

な
い
こ
と
暴
き
立
て
、
日
本
人
の
心
に
大
き
な

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ま
し
た
。

　

所
感

３
社
共
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
政
策
の
基
本
方
針
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は
「
日
本
が
ふ
た
た
び
連
合
国
の
脅
威
に
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
事
」
と
概
ね
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
育
鵬
社
は
も
っ
と
具
体
的
に
「
言
論
統
制
」

も
記
載
し
、
自
由
社
は
更
に
「
言
論
統
制
」
と

「
戦
争
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
を
日
本
人
の
心
に
植

え
つ
け
る
た
め
の
情
報
宣
伝
計
画(

ウ
ォ
ー
・
ギ
ル

ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム)

」
を

記
載
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
東
京
書
籍
の
記
載
内

容
で
は
占
領
政
策
の
内
容
が
不
足
し
て
い
る
。
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ま
と
め

シ
ェ
ア(
占
有
率)

52.8
％
の
東
京
書
籍
は
、
「
自
虐

史
観
」
で
あ
る
。
保
守
系
と
い
わ
れ
シ
ェ
ア
3.7
％

の
育
鵬
社
は
東
京
書
籍
に
比
べ
れ
ば
良
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ア
0.1
％
で
最
下
位
の
自
由

社
が
記
載
内
容
か
ら
い
え
ば
最
も
良
い
と
思
わ

れ
る
。
で
は
何
故
、
保
守
系
と
い
わ
れ
る
育
鵬

社
と
自
由
社
を
合
わ
せ
て
も
シ
ェ
ア
は
わ
ず
か

3.8
％
な
の
か
。
実
は
、
こ
の
現
実
が
自
由
社
に

よ
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策

「
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・

プ
ロ
グ
ラ
ム(

日
本
人
に
史
実
で
は
な
い
歴
史
を
教

え
、
自
虐
史
観
を
植
え
つ
け
、
古
か
ら
持
つ
日
本

人
の
精
神
を
変
え
る
計
画)

」
の
成
果
と
言
え
る
。

只
、
戦
勝
国
が
こ
の
よ
う
な
占
領
政
策
を
行
う
事

は
特
段
珍
し
い
事
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
大

東
亜
戦
争
の
敗
戦
か
ら
68
年
も
経
つ
の
に
、
未
だ

に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
洗
脳
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
我
々

日
本
人
で
あ
る
。
で
は
何
故
米
国
は
戦
後
一
貫
し

て
、
我
々
日
本
人
を
洗
脳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
と
言
う
と
、
米
国
が
日
本
に
対
し
て

行
っ
た
、
国
際
法
違
反
で
あ
る
「
広
島
と
長
崎
に

投
下
し
た
原
爆
」
に
対
し
、
日
本
が
国
際
法
に

よ
っ
て
報
復
す
る
権
利
（
復
仇
権
）
を
有
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
（
請
求
権
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
第
19
条
で
放
棄
し
て
い
る
）
。
そ
し

て
、
そ
の
復
仇
権
が
怖
い
が
為
に
「
占
領
政
策
に

よ
る
言
論
統
制
や
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
等
で
、
日
本
人
に

罪
悪
感
や
劣
等
感
を
植
え
付
け
、
米
国
を
正
義
と

し
日
本
を
悪
と
す
る
自
虐
史
観
を
作
り
上
げ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
今
現
在
も
、
日
本
社
会
に
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
自
虐
の
歴
史
観
が
蔓
延
し
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て
い
る
。
戦
後
68
年
が
経
っ
た
今
、
日
本
が
米
国

に
対
し
復
仇
権
を
行
使
す
る
事
な
ど
あ
り
え
な
い

し
、
又
、
そ
の
事
を
明
確
な
形
と
し
て
表
す
為
に

も
、
米
国
と
の
間
で
条
約
を
交
わ
し
て
復
仇
権
を

放
棄
す
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
も
う
そ
ろ
そ

ろ
日
本
の
歴
史
の
事
実
を
教
科
書
に
記
載
し
て
、

日
本
の
将
来
を
担
う
子
供
達
に
、
日
本
の
史
実
を

教
え
、
日
本
人
と
し
て
の
自
信
と
自
覚
と
誇
り
を

持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
教
え
て
い
く
時
期
だ
と

思
う
。






